
受　験
番　号

申請者名（法人名）

受験者の氏名

　

　　

Ⅰ．

（ ）

（ ）

（ ）

　次の問題の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を（　）内に記入しなさ
い。

問題１

【貨物自動車運送事業法】（輸送の安全）
　一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすること
となる運送（以下「過積載による運送」という。）の引受け、過積載による運送を前
提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に
対する過積載による運送の指示をしてはならない。

問題２

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運転者等台帳）
　一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、法令で定める事項を記載し、か
つ、写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属
する営業所に備えて置かなければならない。
　一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者で
なくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者等台帳に運転者でなくなった
年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

試験日： 令和8年1月28日

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題

 （注意事項）
　　１．設問の文中において、法令等抜粋している設問の中には文言を一部省略
　　　　しているものもあります。
　　２．各設問の語句の定義については、各法令の定めによります。

問題３

【道路交通法】（停車及び駐車を禁止する場所）
　車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び交差点の
側端又は道路の曲がり角から十メートル以内の部分においては、法令の規定若しくは
警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又
は駐車してはならない。
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（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

問題９

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者等の選任）
　一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車（被けん引自動車を除く。）の運行
を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除
して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。）
に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなけらばならない。

問題４

【労働基準法】（休憩）
　使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも三十分、八時間を超
える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなら
ない。

問題５

【道路運送車両法】（自動車検査証の有効期間）
　車両総重量八トンを超える貨物事業用自動車の自動車検査証の有効期間は二年であ
る。

問題６

【貨物自動車運送事業法】（定義）
　この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨
物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
　一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上の軽
自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨
物自動車運送事業以外のものをいう。

問題７

【貨物自動車運送事業法施行規則】（届出）
　一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員
又は社員に変更があった場合及び定款並びに資本金の額に変更があった場合には、そ
の旨を届け出なければならない。

問題８

【道路運送法】（自動車に関する表示）
　事業用の貨物自動車を使用する者は、その自動車の内側に、使用者の氏名、名称又
は記号その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
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（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

問題１０

【道路運送車両法】（日常点検整備）
　自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期
に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動そ
の他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければなら
ない。

【貨物自動車運送事業法】（名義の利用等の禁止）
　一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定
貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
　一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを
問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名におい
て経営させてはならない。

問題１１

【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】（貨物自動車運送事業に従事する
自動車運転者の拘束時間等）
　拘束時間は、一箇月について二百八十四時間を超えず、かつ、一年について三千三
百時間を超えないものとすること。ただし、労使協定により、一年について八箇月ま
では、一箇月について三百十時間まで延長することができ、かつ、一年について三千
四百時間まで延長することができるものとする。

問題１２

【労働安全衛生法】（健康診断）
　事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診
断を行わなければならない。
　事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省
令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなけれ
ばならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現
に使用しているものについても、同様とする。

問題１３

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（過労運転等の防止）
　貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行
の業務に従事させてはならない。
　また、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由によ
り安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務
員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならないが、運行管理者がやむを得
ないと判断したときはこの限りではない。

問題１４
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（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

問題１７

【道路運送法】（使用の制限び禁止）
　国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が貨物自動車運送事業法第三条若しく
は第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、
自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したときは、三月以内において期
間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。

問題１５

【道路運送車両法】（定期点検整備）
　貨物自動車運送事業の用に供する自動車は三ヶ月毎に定期点検を行わなければなら
ない。

問題１６

【貨物自動車運送事業報告規則】（臨時の報告）
　貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長等から、その
事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
　国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長等は、当該報告を求めるときは、報告書
の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

問題１８

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（輸送の安全）
　貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通省大
臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上及び荷主の利
便の向上に努めなければならない。

問題１９

【労働基準法】（記録の保存）
　使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関
係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

問題２０

【貨物自動車運送事業法】（一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる
情報の公表）
　一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を
確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他国土交通省令で定める輸送
の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
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（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】
　この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合
し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事
業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野に
おける競争を実質的に制限することをいう。

問題２１

【道路運送法】（有償旅客運送の禁止）
　貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただ
し、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて都道府
県知事の許可を受けたときは、この限りではない。

問題２２

【貨物自動車運送事業法施行規則】（書面の交付）
　一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第二十四条第二項の規定によ
り書面を交付した場合は、当該書面の写し（その作成に代えて電磁的記録の作成がさ
れている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載し
た書面を含む。）を三十日間保存しなければならない。

問題２３

【自動車事故報告規則】（速報）
　事業者等は、その使用する自動車について、五人以上の重傷者を生じた事故があっ
たときは、電話、その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速や
かに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

問題２４

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点呼等）
　貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知す
る機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。）を営業所ごとに備え、
常時有効に保持するとともに、点呼により酒気帯びの有無について確認を行う場合に
は、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた
アルコール検知器を用いて行わなければならない。

問題２５
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Ⅱ．　次の問題の文書の指示に従って設問に答えなさい。

（ ）

（ ）

（ ）

問題２６

【自動車事故報告規則】（定義）
　事業者が、届出しなければならない事故として自動車事故報告規則に定められてい
る事項について、誤っている事項を①から③より１つ選び、（　）内にその番号を記
入しなさい。

①　運転者の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつた
　もの
②　道路交通法に規定する酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、
　麻薬等運転のいずれかを伴うもの
③　高速自動車国道又は自動車専用道路において、二時間以上自動車の通行を禁止
　させたもの

問題２７

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の業務）
　貨物自動車運送事業輸送安全規則に規定されている運行管理者の業務について、
誤っている事項を①から③より１つ選び、（　）内にその番号を記入しなさい。

①　運転者に適性診断を受けさせること。
②　運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
③　事業用自動車の事故が発生した場合には、事故の内容を記録し、及びその記録
　を保存すること。

問題２８

【貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則】（掲示事項等）
　一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第十一条の規定により、国土
交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように
掲示しなければならないが、掲示しなければならない事項として誤っているものを、
次の①から③より１つ選び、（）内にその番号を記入しなさい。

①　運送約款
②　当営業所に選任されている運行管理者の氏名
③　運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送契約の当事者となる
    場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）

問題２７については、問題内容に誤りがございました。

誤っている事項を①～③より１つ選ぶ問題となっていますが、３つとも正解となります。
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（ ）

（ ）

【貨物自動車運送事業報告規則】（事業報告書及び事業実績報告書）
　貨物自動車運送事業報告規則に貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を
除く。）は、事業報告書及び事業実績報告書を決められた時期に提出しなければなら
ないとあるが、一般貨物自動車運送事業者が提出する当該報告書の報告期間及び提出
時期を次の①から③より１つ選び、（　）内にその番号を記入しなさい。

・事業報告書は、（　Ａ　）に係るものを（　Ｂ　）に（　Ｃ　）へ提出する。
・事業実績報告書は、（　Ｄ　）に係るものを（　Ｅ　）に（　Ｃ　）へ提出する。

①　 Ａ：毎年4月1日から3月31日までの期間
　　 Ｂ：毎年7月10日まで
　　 Ｃ：所轄地方運輸局長
　　 Ｄ：毎事業年度
　　 Ｅ：毎事業年度の経過後100日以内

②　 Ａ：毎事業年度
　　 Ｂ：毎事業年度の経過後100日以内
　　 Ｃ：所轄地方運輸局長
　　 Ｄ：毎年4月1日から3月31日までの期間
　　 Ｅ：毎年7月10日まで

③　 Ａ：毎事業年度
　　 Ｂ：毎事業年度の経過後100日以内
　　 Ｃ：国土交通大臣
　　 Ｄ：毎年4月1日から3月31日までの期間
　　 Ｅ：毎事業年度の経過後100日以内

問題２９

【貨物自動車運送事業法】（安全管理規程等）

　輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が安全管理規程に定める遵
守すべき事項として正しい事項を、次の①から③より１つ選び、（ ）内にその番号
を記入しなさい。

①　運賃及び料金の収受に関する事項
②　運行管理者の選任に関する事項
③　輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

問題３０
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受　験
番　号

申請者名（法人名）

受験者の氏名

　

　　

Ⅰ．

【貨物自動車運送事業法】 （ ○ ）

第１５条第３項

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ ○ ）

第９条の５

【道路交通法】 （ × ）

第４４条第１項

　次の問題の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を（　）内に記入しな
さい。

試験日： 令和8年1月28日

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題

 （注意事項）
　　１．設問の文中において、法令等抜粋している設問の中には文言を一部省略
　　　　しているものもあります。
　　２．各設問の語句の定義については、各法令の定めによります。

問題１

【貨物自動車運送事業法】（輸送の安全）
　一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をするこ
ととなる運送（以下「過積載による運送」という。）の引受け、過積載による運送
を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従
業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

問題２

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運転者等台帳）
　一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、法令で定める事項を記載し、
かつ、写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等
の属する営業所に備えて置かなければならない。
　一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者
でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者等台帳に運転者でなく
なった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

問題３

【道路交通法】（停車及び駐車を禁止する場所）
　車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び交差点
の側端又は道路の曲がり角から十メートル以内の部分においては、法令の規定若し
くは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車
し、又は駐車してはならない。

誤：十メートル
正：五メートル
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【労働基準法】 （ × ）

第３４条

【道路運送車両法】 （ × ）

第６１条第１項、第２項

【貨物自動車運送事業法】 （ ○ ）

第２条第１項、第２項

【貨物自動車運送事業法施行規則】 （ × ）

第４４条

【道路運送法】 （ × ）

第９５条

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

第１８条第１項

【道路運送法】（自動車に関する表示）
　事業用の貨物自動車を使用する者は、その自動車の内側に、使用者の氏名、名称
又は記号その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならな
い。

問題４

【労働基準法】（休憩）
　使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも三十分、八時間を
超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければ
ならない。

問題５

【道路運送車両法】（自動車検査証の有効期間）
　車両総重量八トンを超える貨物事業用自動車の自動車検査証の有効期間は二年で
ある。

誤：三十分
正：四十五分

誤：二年
正：一年

問題９

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者等の選任）
　一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車（被けん引自動車を除く。）の運
行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十
で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを切り上げるものとす
る。）に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなけらばならない。

問題６

問題７

【貨物自動車運送事業法施行規則】（届出）
　一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役
員又は社員に変更があった場合及び定款並びに資本金の額に変更があった場合に
は、その旨を届け出なければならない。

問題８

誤： 「及び定款並びに資本金の額」は含まれない

誤：内側
正：外側

誤：一未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
正：一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

【貨物自動車運送事業法】（定義）
　この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定
貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
　一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上の
軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であって、特
定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
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【道路運送車両法】 （ ○ ）

第４７条の２

【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】 （ × ）

第４条第１項第１号

【労働安全衛生法】 （ ○ ）

第６６条第１項、第２項

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

第３条第５項、第６項

【貨物自動車運送事業法】 （ ○ ）

第２８条第１項、第２項

誤：運行管理者がやむを得ないと判断したときはこの限りではない。

問題１１

【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】（貨物自動車運送事業に従事す
る自動車運転者の拘束時間等）
　拘束時間は、一箇月について二百八十四時間を超えず、かつ、一年について三千
三百時間を超えないものとすること。ただし、労使協定により、一年について八箇
月までは、一箇月について三百十時間まで延長することができ、かつ、一年につい
て三千四百時間まで延長することができるものとする。

問題１２

【労働安全衛生法】（健康診断）
　事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康
診断を行わなければならない。
　事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわな
ければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者
で、現に使用しているものについても、同様とする。

問題１３

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（過労運転等の防止）
　貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運
行の業務に従事させてはならない。
　また、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由に
より安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある
乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならないが、運行管理者がや
むを得ないと判断したときはこの限りではない。

誤：一年について八箇月までは、
正：一年について六箇月までは、

問題１４

【貨物自動車運送事業法】（名義の利用等の禁止）
　一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特
定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
　一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするか
を問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名に
おいて経営させてはならない。

問題１０

【道路運送車両法】（日常点検整備）
　自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期
に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動
その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければ
ならない。

3 / 7 ページ



【道路運送車両法】 （ ○ ）

第４８条

【貨物自動車運送事業報告規則】 （ ○ ）

第３条

【道路運送法】 （ × ）

第８１条

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

第２条の２

【労働基準法】 （ × ）

第１０９条

【貨物自動車運送事業法】 （ ○ ）

第２３条の３

誤：三月
誤：六月

誤：「及び荷主の利便の向上」は該当しない

問題１５

【道路運送車両法】（定期点検整備）
　貨物自動車運送事業の用に供する自動車は三ヶ月毎に定期点検を行わなければな
らない。

問題１６

【貨物自動車運送事業報告規則】（臨時の報告）
　貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長等から、そ
の事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
　国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長等は、当該報告を求めるときは、報告
書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

問題１７

【道路運送法】（使用の制限び禁止）
　国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が貨物自動車運送事業法第三条若し
くは第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしない
で、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したときは、三月以内にお
いて期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。

問題１８

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（輸送の安全）
　貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通省
大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上及び荷主
の利便の向上に努めなければならない。

問題１９

【労働基準法】（記録の保存）
　使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

誤：三年
正：五年

問題２０

【貨物自動車運送事業法】（一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわ
る情報の公表）
　一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全
を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他国土交通省令で定める
輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

4 / 7 ページ



【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】 （ ○ ）

第２条第５項

【貨物自動車運送事業法施行規則】 （ × ）

第１３条の７

【自動車事故報告規則】 （ ○ ）

第４条

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ ○ ）

第７条第４項

【道路運送法】 （ × ）

第８３条

誤：都道府県知事
正：国土交通大臣

【自動車事故報告規則】（速報）
　事業者等は、その使用する自動車について、五人以上の重傷者を生じた事故が
あったときは、電話、その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限
り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければなら
ない。

【貨物自動車運送事業法施行規則】（書面の交付）
　一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第二十四条第二項の規定に
より書面を交付した場合は、当該書面の写し（その作成に代えて電磁的記録の作成
がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を
記載した書面を含む。）を三十日間保存しなければならない。

問題２３

誤：三十日間
正：一年間

問題２１

【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】
　この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合
し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の
事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分
野における競争を実質的に制限することをいう。

問題２２

問題２４

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点呼等）
　貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知
する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。）を営業所ごとに備
え、常時有効に保持するとともに、点呼により酒気帯びの有無について確認を行う
場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備
えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

問題２５

【道路運送法】（有償旅客運送の禁止）
　貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただ
し、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて都道
府県知事の許可を受けたときは、この限りではない。
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Ⅱ．　次の問題の文書の指示に従って設問に答えなさい。

【自動車事故報告規則】 （ ③ ）

第２条

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ ③ ）

第２０条第１項

【貨物自動車運送事業法施行規則】 （ ② ）

第１２条

【貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則】（掲示事項等）
　一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第十一条の規定により、国
土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいよ
うに掲示しなければならないが、掲示しなければならない事項として誤っているも
のを、次の①から③より１つ選び、（）内にその番号を記入しなさい。

①　運送約款
②　当営業所に選任されている運行管理者の氏名
③　運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送契約の当事者となる
    場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）

問題２６

【自動車事故報告規則】（定義）
　事業者が、届出しなければならない事故として自動車事故報告規則に定められて
いる事項について、誤っている事項を①から③より１つ選び、（　）内にその番号
を記入しなさい。

①　運転者の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつた
　もの
②　道路交通法に規定する酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、
　麻薬等運転のいずれかを伴うもの
③　高速自動車国道又は自動車専用道路において、二時間以上自動車の通行を禁止
　させたもの

問題２７

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の業務）
　貨物自動車運送事業輸送安全規則に規定されている運行管理者の業務について、
誤っている事項を①から③より１つ選び、（　）内にその番号を記入しなさい。

①　運転者に適性診断を受けさせること。
②　運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
③　事業用自動車の事故が発生した場合には、事故の内容を記録し、及びその記録
　を保存すること。

問題２８

問題２７については、問題内容に誤りがございました。

誤っている事項を①～③より１つ選ぶ問題となっていますが、３つとも正解となります。
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【貨物自動車運送事業法】 （ ③ ）

第１４条

　

【貨物自動車運送事業報告規則】 （ ② ）

第２条

問題２９

【貨物自動車運送事業法】（安全管理規程等）

　輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が安全管理規程に定める
遵守すべき事項として正しい事項を、次の①から③より１つ選び、（ ）内にその番
号を記入しなさい。

①　運賃及び料金の収受に関する事項
②　運行管理者の選任に関する事項
③　輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

問題３０

【貨物自動車運送事業報告規則】（事業報告書及び事業実績報告書）
　貨物自動車運送事業報告規則に貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者
を除く。）は、事業報告書及び事業実績報告書を決められた時期に提出しなければ
ならないとあるが、一般貨物自動車運送事業者が提出する当該報告書の報告期間及
び提出時期を次の①から③より１つ選び、（　）内にその番号を記入しなさい。

・事業報告書は、（　Ａ　）に係るものを（　Ｂ　）に（　Ｃ　）へ提出する。
・事業実績報告書は、（　Ｄ　）に係るものを（　Ｅ　）に（　Ｃ　）へ提出す
る。

①　 Ａ：毎年4月1日から3月31日までの期間
　　 Ｂ：毎年7月10日まで
　　 Ｃ：所轄地方運輸局長
　　 Ｄ：毎事業年度
　　 Ｅ：毎事業年度の経過後100日以内

②　 Ａ：毎事業年度
　　 Ｂ：毎事業年度の経過後100日以内
　　 Ｃ：所轄地方運輸局長
　　 Ｄ：毎年4月1日から3月31日までの期間
　　 Ｅ：毎年7月10日まで

③　 Ａ：毎事業年度
　　 Ｂ：毎事業年度の経過後100日以内
　　 Ｃ：国土交通大臣
　　 Ｄ：毎年4月1日から3月31日までの期間
　　 Ｅ：毎事業年度の経過後100日以内
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貨物自動車運送事業法令試験実施結果

関東運輸局

受験者数 合格者数

令和８年１月 119 95 79.83%

※上記受験者数には令和８年２月１８日に実施した法令試験の受験者１名も含む。


